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主な意見

　
　
○本市の独自色の条例内容はあるのか。
→市条例で規定し、県条例で規定がない内容は、｢動物の鳴き声｣及び｢追い払い犬｣の規定である。　その他、動物の適正な
取扱いや動物愛護に関する事項については、県内での地域性等の相違がないことから、条例の内容は県条例と同様とした
い。
　
○関係部局との調整状況は。
→条例の内容について、総務課と最終的な調整を行う。　手数料条例の改正（動物取扱業等手数料の新設、犬猫引取り手数
料の変更）について、県及び県内政令市と同様となる旨、財務課とは内容確認をしており、今後は必要に応じて調整する。
手数料の減免について、県及び県内政令市の内容を確認する。
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案 件 名 （仮称）相模原市動物の愛護及び管理に関する条例の制定について
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概 要
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（仮称）相模原市動物の愛護及び管理に関する条例を制定する。

○　条例制定の必要性、目的

○　条例骨子

○　今後のスケジュール
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